
第１回阪南市特別職給料等審議会 次第  

 

日 時： 令和７年９月５日（金）１５：００～ 

場 所： 阪南市役所 全員協議会室 

 

 

１． 開会 

 

２． 市長あいさつ 

 

３． 委員委嘱 

 

４． 会長及び会長代理の選出 

 

５． 諮問 

 

６． 調査及び審議 

 

７． その他 

 

 

【配付資料】 

資料１   阪南市特別職給料等審議会委員名簿 

資料２   阪南市特別職給料等審議会条例 

資料３－１ 令和５年度主要財政指標（大阪府内 ３３団体） 

資料３－２ 令和５年度主要財政指標（類似団体（近畿圏） ２８団体） 

資料４   市の財政状況（財政非常事態宣言解除） 

資料５   特別職の給与等の現状 

資料６   大阪府内における特別職の給料の状況（条例本則） 

資料７   類似団体（近畿圏）における特別職の給料の状況（条例本則） 

資料８   大阪府内における議員報酬の状況（条例本則） 

資料９   類似団体（近畿圏）における議員報酬の状況（条例本則） 

 

【参考資料】 答申書（令和４年） 



(敬称略）

役 　職 氏  　名 所　 属　 等 区　 分

委  　員   壬　生　裕　子（みぶ　ひろこ）
同志社大学政策学部
嘱託講師

 学識経験者

委  　員   掛　谷　純　子（かけや　じゅんこ）
京都女子大学現代社会学部
准教授

〃

委  　員 　泉　　　一　敏（いずみ　かずとし） 阪南市自治会連合会会長 公共的団体等

委  　員 　出　口　尚　暢（でぐち　ひさのぶ） 阪南市商工会専務 〃

委  　員 　吉　田　美　智　子（よしだ　みちこ） 阪南市連合婦人会 〃

委  　員 　築　野　由　照（つの　よしてる） 阪南市社会福祉協議会会長 〃

阪南市特別職給料等審議会委員 資料１
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阪南市特別職給料等審議会条例 

平成３年９月３０日 

条例第２３号 

 阪南町特別職報酬等審議会条例(昭和４７年阪南町条例第２９号)の全

部を改正する。 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項

の規定に基づき、阪南市特別職給料等審議会（以下「審議会」という。）

を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、特別職の給料等の額に関する事

項について、調査及び審議する。 

第３条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の

額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該

議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。 

（組織） 

第４条 審議会は、委員６人をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度市長が委嘱する。 

(1) 阪南市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民 

(2) 学識経験のある者 

３ 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、

当然退職するものとする。 

４ 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解職されるものと

する。 

（会長） 

第５条 審議会に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

資料２  
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４ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会

長が指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を

開くことができない。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、総務部秘書人事課において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事

項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、平成３年１０月１日から施行する。 



大阪府内　33市の主要財政指標（令和５年度）

団体コード 都道府県名 団体名 財政力指数 順位 経常収支比率 順位 実質公債費比率 順位 将来負担比率 順位 ラスパイレス指数
順位

（降順）

272329 大阪府 阪南市 0.51 33 94.9 10 5.3 24 20.2 7 97.7 22

271004 大阪府 大阪市 0.92 4 92.0 4 0.9 7 - - 98.8 16

271403 大阪府 堺市 0.76 10 100.9 31 5.4 25 - - 100.3 3

272027 大阪府 岸和田市 0.61 25 93.6 7 4.8 21 - - 99.5 12

272035 大阪府 豊中市 0.85 7 92.1 5 2.2 11 - - 99.9 8

272043 大阪府 池田市 0.78 8 97.4 17 2.0 9 - - 101.2 1

272051 大阪府 吹田市 0.95 2 96.2 14 0.2 6 - - 100.0 5

272060 大阪府 泉大津市 0.69 17 96.7 15 8.9 32 9.5 5 95.8 28

272078 大阪府 高槻市 0.76 10 91.7 2 ▲ 2.2 1 - - 97.3 23

272086 大阪府 貝塚市 0.63 23 98.4 21 5.0 22 16.7 6 99.9 8

272094 大阪府 守口市 0.68 18 97.7 20 5.5 26 2.5 1 98.7 17

272108 大阪府 枚方市 0.76 10 97.6 18 1.5 8 - - 98.1 18

272116 大阪府 茨木市 0.97 1 92.6 6 ▲ 0.6 4 - - 101.2 1

272124 大阪府 八尾市 0.70 14 100.6 30 3.1 14 - - 97.9 20

272132 大阪府 泉佐野市 0.86 6 104.3 33 7.6 30 8.7 4 94.8 31

272141 大阪府 富田林市 0.60 26 95.3 11 ▲ 0.7 3 - - 99.4 14

272159 大阪府 寝屋川市 0.62 24 88.8 1 ▲ 1.4 2 - - 93.2 33

272167 大阪府 河内長野市 0.57 30 95.3 11 2.2 11 - - 95.5 29

272175 大阪府 松原市 0.58 29 97.6 18 2.4 13 - - 99.2 15

272183 大阪府 大東市 0.70 14 99.6 27 4.1 20 - - 96.2 27

272191 大阪府 和泉市 0.70 14 95.5 13 5.8 27 - - 97.2 24

272205 大阪府 箕面市 0.89 5 91.7 2 2.1 10 - - 95.3 30

272213 大阪府 柏原市 0.59 28 98.4 21 5.1 23 7.5 3 99.7 11

272221 大阪府 羽曳野市 0.55 32 99.6 27 3.9 17 - - 100.2 4

272230 大阪府 門真市 0.66 21 97.3 16 3.9 17 4.3 2 96.8 25

272248 大阪府 摂津市 0.93 3 98.5 24 ▲ 0.4 5 - - 99.9 8

272256 大阪府 高石市 0.78 8 98.5 24 10.3 33 75.2 11 100.0 5

272264 大阪府 藤井寺市 0.60 26 100.2 29 3.2 15 43.0 10 94.8 31

272272 大阪府 東大阪市 0.73 13 94.7 9 5.9 28 - - 100.0 5

272281 大阪府 泉南市 0.68 18 101.2 32 8.6 31 40.9 9 98.1 18

272299 大阪府 四條畷市 0.57 30 99.3 26 3.5 16 - - 96.7 26

272302 大阪府 交野市 0.67 20 93.8 8 6.1 29 31.0 8 97.9 20

272311 大阪府 大阪狭山市 0.64 22 98.4 21 4.0 19 - - 99.5 12

0.72 96.7 3.5 ‐ 98.2

0.48 93.1 5.6 ‐ 96.9全国市町村平均

大阪府内　33市平均

資料３－１



近畿圏　類似団体（２８団体）の主要財政指標（令和５年度）

団体コード 都道府県名 団体名 財政力指数 順位 経常収支比率 順位 実質公債費比率 順位 将来負担比率 順位 ラスパイレス指数
順位

（降順）

272329 大阪府 阪南市 0.51 24 94.9 11 5.3 12 20.2 6 97.7 20

262021 京都府 舞鶴市 0.62 15 93.9 8 13.2 26 70.3 19 100.6 4

262064 京都府 亀岡市 0.58 21 92.4 3 13.2 26 65.3 18 99.2 14

262072 京都府 城陽市 0.59 19 98.9 24 10.8 23 116.7 21 99.1 15

262081 京都府 向日市 0.68 7 93.4 5 2.1 3 - - 99.8 10

262099 京都府 長岡京市 0.76 4 96.7 13 2.6 4 17.4 5 101.0 3

262102 京都府 八幡市 0.63 13 96.8 15 3.4 7 22.9 7 98.9 16

262111 京都府 京田辺市 0.76 4 95.9 12 1.7 2 - - 100.4 5

262145 京都府 木津川市 0.60 17 94.2 9 9.8 21 - - 97.4 21

272060 大阪府 泉大津市 0.69 6 96.7 13 8.9 19 9.5 3 95.8 25

272086 大阪府 貝塚市 0.63 13 98.4 19 5.0 10 16.7 4 99.9 8

272213 大阪府 柏原市 0.59 19 98.4 19 5.1 11 7.5 2 99.7 11

272248 大阪府 摂津市 0.93 2 98.5 22 ▲ 0.4 1 - - 99.9 8

272256 大阪府 高石市 0.78 3 98.5 22 10.3 22 75.2 20 100.0 6

272264 大阪府 藤井寺市 0.60 17 100.2 26 3.2 5 43.0 14 94.8 27

272281 大阪府 泉南市 0.68 7 101.2 27 8.6 18 40.9 13 98.1 18

272299 大阪府 四條畷市 0.57 22 99.3 25 3.5 8 - - 96.7 24

272302 大阪府 交野市 0.67 9 93.8 6 6.1 14 31.0 11 97.9 19

272311 大阪府 大阪狭山市 0.64 11 98.4 19 4.0 9 - - 99.5 13

282065 兵庫県 芦屋市 1.05 1 94.6 10 7.7 17 48.6 15 101.5 2

282090 兵庫県 豊岡市 0.38 28 93.8 6 14.1 28 27.2 10 95.6 26

292028 奈良県 大和高田市 0.46 26 98.2 18 5.7 13 25.4 9 97.1 22

292036 奈良県 大和郡山市 0.64 11 92.0 2 6.1 14 2.6 1 98.5 17

292044 奈良県 天理市 0.57 22 96.8 15 9.2 20 24.8 8 101.8 1

292061 奈良県 桜井市 0.51 24 97.4 17 6.8 16 58.1 17 100.0 6

292109 奈良県 香芝市 0.65 10 92.4 3 11.1 24 51.5 16 99.7 11

302031 和歌山県 橋本市 0.45 27 102.3 28 12.2 25 34.2 12 97.0 23

302091 和歌山県 岩出市 0.61 16 81.6 1 3.3 6 - - 93.4 28

0.64 96.2 6.7 - 98.6

0.48 93.1 5.6 - 96.9全国市町村平均

近畿圏　類似団体平均

資料３－２
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財政非常事態宣言の解除要件（３年連続して次の基準を２つ以上満たす場合） 

・決算時に財政調整基金を取り崩さないこと 

・財政調整基金が１５億円（標準財政規模の１０％＋α（災害対策等））以上 

・経常収支比率が９５％以下 



特別職、議員及び職員の給与の現状

１ 給料及び報酬の現状

（１）特別職

市長 副市長 教育長

給料 850,000 720,000 650,000

減額措置後 510,000 637,200 575,250

カット率※ 40% 11.5% 11.5%

地域手当 10% 10% 10%

期末手当
支給月数　4.0月
（役職加算　20％）

支給月数　4.0月
（役職加算　20％）

支給月数　4.0月
（役職加算　20％）

※令和７年９月末まで。１０月以降は、市長のみ10%カット。

（２）議員

議長 副議長 議員

報酬 530,000 480,000 460,000

地域手当 ― ― ―

期末手当
支給月数　4.0月
（役職加算　20％）

支給月数　4.0月
（役職加算　20％）

支給月数　4.0月
（役職加算　20％）

【単位：月額（円）】

【単位：月額（円）】

資料5



２ 人事院勧告の推移

民間給与との較差（％） 期末・勤勉手当支給月数（月）

平成７年 0.90 5.20

平成８年 0.95 5.20

平成９年 1.02 5.25

平成10年 0.76 5.25

平成11年 0.28 4.95

平成12年 0.12 4.75

平成13年 0.08 4.70

平成14年 ▲ 2.03 4.65

平成15年 ▲ 1.07 4.40

平成16年 改訂なし 4.40

平成17年 ▲ 0.63 4.45

平成18年 改訂なし 4.45

平成19年 0.35 4.50

平成20年 改訂なし 4.50

平成21年 ▲ 0.22 4.15

平成22年 ▲ 0.19 3.95

平成23年 ▲ 0.23 3.95

平成24年 改訂なし 3.95

平成25年 改訂なし 3.95

平成26年 0.27 4.10

平成27年 0.36 4.20

平成28年 0.17 4.30

平成29年 0.15 4.40

平成30年 0.16 4.45

令和元年 0.09 4.50

令和２年 改訂なし 4.45

令和３年 改訂なし 4.30

令和４年 0.23 4.40

令和５年 0.96 4.50

令和６年 2.76 4.60

年度
人事院勧告



大阪府内における特別職の給料の状況（条例本則）

※31団体 (1)市長 (2)副市長 (3)教育長

団体名
推計人口※

（R7.4.1現在）
給料月額 順位 給料月額 順位 給料月額 順位

★ 阪南市 47,830 850,000 29 720,000 29 650,000 30

東大阪市 484,651 1,030,000 5 870,000 5 760,000 8

豊中市 397,521 1,035,000 4 895,000 3 785,000 4

吹田市 394,347 1,050,000 2 939,000 1 827,000 1

枚方市 388,939 1,023,000 6 890,000 4 796,000 3

高槻市 346,417 1,065,000 1 935,000 2 825,000 2

茨木市 290,336 983,000 14 858,000 9 785,000 4

八尾市 257,498 1,010,000 8 870,000 5 770,000 6

寝屋川市 222,855 1,020,000 7 870,000 5 770,000 6

岸和田市 183,637 990,000 11 850,000 10 750,000 10

和泉市 181,294 990,000 11 850,000 10 760,000 8

守口市 140,206 963,000 16 837,000 15 747,000 13

箕面市 138,235 940,000 19 818,000 19 724,000 19

大東市 115,063 950,000 18 820,000 17 740,000 14

門真市 114,802 960,000 17 850,000 10 750,000 10

松原市 114,671 1,040,000 3 870,000 5 730,000 16

羽曳野市 105,470 990,000 11 700,000 31 700,000 22

池田市 103,908 980,000 15 850,000 10 750,000 10

富田林市 103,818 1,010,000 8 840,000 14 740,000 14

泉佐野市 99,660 860,000 28 740,000 27 660,000 28

河内長野市 95,499 1,000,000 10 830,000 16 730,000 16

摂津市 86,941 900,000 23 770,000 23 700,000 22

貝塚市 80,076 915,000 21 791,000 20 705,000 20

交野市 74,600 909,000 22 788,000 22 702,000 21

泉大津市 72,559 890,000 25 790,000 21 700,000 22

柏原市 66,710 840,000 31 745,000 26 670,000 27

藤井寺市 61,474 940,000 19 820,000 17 730,000 16

大阪狭山市 57,252 900,000 23 760,000 24 700,000 22

泉南市 56,844 850,000 29 720,000 29 650,000 30

高石市 53,860 870,000 27 760,000 24 680,000 26

四條畷市 53,326 880,000 26 740,000 27 660,000 28

※直近の国政調査結果を基に、住民基本台帳登録者数の毎月の増減を加減して算出。
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類似団体（近畿圏）における特別職の給料の状況（条例本則）

※28団体 (1)市長 (2)副市長 (3)教育長

団体名
推計人口　※1
（R7.4.1現在）

給料月額 順位 給料月額 順位 給料月額 順位

★ 阪南市 47,830 850,000 23 720,000 25 650,000 23

舞鶴市 74,007 949,000 6 781,000 11 688,000 13

亀岡市 84,137 985,000 4 787,000 10 694,000 11

城陽市 71,816 946,000 7 780,000 12 701,000 7

向日市 55,529 920,000 11 760,000 15 685,000 15

長岡京市 81,688 930,000 10 770,000 13 686,000 14

八幡市 68,310 848,700 25 721,300 24 654,700 22

京田辺市 74,931 875,000 21 730,000 21 680,000 16

木津川市 78,242 880,000 18 730,000 21 660,000 20

泉大津市 72,559 890,000 16 790,000 8 700,000 8

貝塚市 80,076 915,000 12 791,000 6 705,000 4

柏原市 66,710 840,000 26 745,000 19 670,000 19

摂津市 86,941 900,000 14 770,000 13 700,000 8

高石市 53,860 870,000 22 760,000 15 680,000 16

藤井寺市 61,474 940,000 8 820,000 4 730,000 2

泉南市 56,844 850,000 23 720,000 25 650,000 23

四條畷市 53,326 880,000 18 740,000 20 660,000 20

交野市 74,600 909,000 13 788,000 9 702,000 6

大阪狭山市 57,252 900,000 14 760,000 15 700,000 8

芦屋市 91,972 1,120,000 1 934,000 1 773,000 1

豊岡市 72,083 885,000 17 695,000 27 615,000 28

大和高田市 59,334 980,000 5 810,000 5 690,000 12

大和郡山市 80,205 990,000 3 825,000 3 705,000 4

天理市 59,917 937,000 9 791,000 6 671,000 18

桜井市 52,596 1,050,000 2 885,000 2 730,000 2

香芝市 76,933 880,000 18 750,000 18 640,000 26

橋本市 57,497 801,000 28 722,000 23 646,000 25

岩出市 53,755 810,000 27 680,000 28 620,000 27

資料７



大阪府内における議員報酬の状況（条例本則）

※31団体 (1)議長 (2)副議長 (3)議員

団体名
推計人口

（R7.4.1現在）
給料月額 順位 給料月額 順位 給料月額 順位

★ 阪南市 47,830 530,000 30 480,000 30 460,000 30

東大阪市 484,651 720,000 9 666,000 9 630,000 8

豊中市 397,521 730,000 8 690,000 7 635,000 7

吹田市 394,347 740,000 6 700,000 6 650,000 6

枚方市 388,939 766,000 1 727,000 1 669,000 1

高槻市 346,417 750,000 4 710,000 2 660,000 3

茨木市 290,336 758,000 3 708,000 3 664,000 2

八尾市 257,498 700,000 12 650,000 12 610,000 11

寝屋川市 222,855 745,000 5 705,000 4 660,000 3

岸和田市 183,637 660,000 16 630,000 16 600,000 14

和泉市 181,294 660,000 16 630,000 16 600,000 14

守口市 140,206 702,000 11 666,000 9 612,000 10

箕面市 138,235 720,000 9 660,000 11 610,000 11

大東市 115,063 660,000 16 620,000 18 590,000 18

門真市 114,802 740,000 6 705,000 4 660,000 3

松原市 114,671 760,000 2 670,000 8 620,000 9

羽曳野市 105,470 700,000 12 650,000 12 600,000 14

池田市 103,908 700,000 12 640,000 15 600,000 14

富田林市 103,818 700,000 12 650,000 12 610,000 11

泉佐野市 99,660 620,000 21 580,000 20 550,000 20

河内長野市 95,499 660,000 16 610,000 19 570,000 19

摂津市 86,941 620,000 21 570,000 23 535,000 24

貝塚市 80,076 602,000 25 563,000 25 525,000 26

交野市 74,600 621,000 20 571,500 22 540,000 23

泉大津市 72,559 610,000 23 580,000 20 550,000 20

柏原市 66,710 590,000 26 550,000 26 530,000 25

藤井寺市 61,474 610,000 23 570,000 23 550,000 20

大阪狭山市 57,252 551,000 29 494,000 29 475,000 28

泉南市 56,844 513,000 31 468,000 31 450,000 31

高石市 53,860 580,000 27 550,000 26 520,000 27

四條畷市 53,326 560,000 28 500,000 28 470,000 29

資料８



類似団体（近畿圏）における議員報酬の状況（条例本則）

※28団体 (1)議長 (2)副議長 (3)議員

団体名
推計人口

（R7.4.1現在）
給料月額 順位 給料月額 順位 給料月額 順位

★ 阪南市 47,830 530,000 20 480,000 20 460,000 17

舞鶴市 74,007 570,000 14 480,000 20 440,000 21

亀岡市 84,137 560,000 15 490,000 18 440,000 21

城陽市 71,816 560,000 15 495,000 16 445,000 20

向日市 55,529 475,000 26 440,000 24 400,000 25

長岡京市 81,688 520,000 21 490,000 18 450,000 18

八幡市 68,310 550,000 19 500,000 14 470,000 15

京田辺市 74,931 515,000 23 430,000 26 400,000 25

木津川市 78,242 470,000 27 380,000 27 350,000 28

泉大津市 72,559 610,000 8 580,000 3 550,000 3

貝塚市 80,076 602,000 10 563,000 7 525,000 8

柏原市 66,710 590,000 11 550,000 9 530,000 7

摂津市 86,941 620,000 6 570,000 5 535,000 6

高石市 53,860 580,000 13 550,000 9 520,000 9

藤井寺市 61,474 610,000 8 570,000 5 550,000 3

泉南市 56,844 513,000 24 468,000 23 450,000 18

四條畷市 53,326 560,000 15 500,000 14 470,000 15

交野市 74,600 621,000 5 571,500 4 540,000 5

大阪狭山市 57,252 551,000 18 494,000 17 475,000 13

芦屋市 91,972 757,000 1 670,000 1 606,000 1

豊岡市 72,083 455,000 28 376,000 28 360,000 27

大和高田市 59,334 618,000 7 535,000 11 498,000 12

大和郡山市 80,205 690,000 2 620,000 2 560,000 2

天理市 59,917 645,000 3 558,000 8 520,000 9

桜井市 52,596 587,000 12 504,000 13 473,000 14

香芝市 76,933 630,000 4 530,000 12 500,000 11

橋本市 57,497 520,000 21 470,000 22 440,000 21

岩出市 53,755 490,000 25 440,000 24 410,000 24

資料９



 

 

令和４年１１月２９日 

 

 

阪南市長 水野 謙二 様 

 

 

阪南市特別職給料等審議会 

会長 壬生 裕子 

 

 

特別職の給料等の額について（答申） 

 

 令和４年８月１８日付け阪秘人第３８６号で諮問のあった標記の件について、本審議会で

審議を行った結果、次のとおり答申します。 

 

記 

１ 答申結果 

市長、副市長及び教育長（以下「市長等」という。）の給料の額並びに議員報酬の額につ

いては、それぞれ現行の条例本則の月額に据え置くことが適当である。 

 

２ 審議経過及び内容 

  平成７年度の審議会以降、審議を行っていないことから、本市の財政状況や市長等の給

料並びに議員報酬の改定状況、市議会の活動状況、人事院勧告の内容等、また、大阪府内

２９団体及び近畿圏内の類似団体２４団体の特別職の給料及び議員報酬を比較調査し、阪

南市の現状などを参考にしながら審議を行った。 

なお、今回の審議に当たっては、市長等の給料の減額措置は、それぞれが自らの判断に

基づいて実施しているものであることから、当該減額措置に関わらず、条例本則の月額に

ついて審議を行った。 

 

（１）市長等の給料の額 

  市長等の給料の額については、大阪府内２９団体と比較すると市長、副市長は２６位、

教育長は２７位と低位の状況にあるが、大阪府内類似団体との比較においては、概ね均衡

参考資料 



を逸さない状況であった。 

審議においては、市長等の給料の額は人口に見合った低位の状況にあることから、さら

なる引下げは難しいという意見、将来の市長等の立候補者の確保という観点から引上げを

考える必要があるが、現在の財政状況から引上げるべきではないという意見や厳しい財政

状況の中、困難な政策への積極的な取り組みに見合った金額にすべきという意見など、

様々な観点から活発な意見交換がなされた。 

 

（２）議員報酬の額 

  議長、副議長及び議員の報酬額についても、大阪府内２９団体と比較すると２８位と低

位の状況にあるが、大阪府内類似団体との比較においては、概ね均衡を逸さない状況であ

った。 

  審議においては、議会や議員の果たすべき役割に期待が高まっており、議員一人ひとり

の活動が重要であるため引下げの必要はないという意見や個々の議員活動の活性化や見

える化を前提に引下げないという意見など、様々な観点から活発な意見交換がなされた。 

 

（３）審議結果 

審議中、市長等の給料や議員報酬の額について、引上げや引下げなどについて様々な意

見があった。いずれも大阪府内では低位の状況にあり、大阪府内類似団体とは概ね均衡を

逸さない状況にあること、本市が財政非常事態宣言下にあり、行財政構造改革プラン改訂

版に基づき市民サービスに影響を与える見直しを行っていることを総合的に勘案し、それ

ぞれ現行の条例本則の月額に据え置くことが適当であるとの結論に至った。 

 

３ 提言 

今回の審議の中においては、市長をはじめとする特別職や市民の代表である議員ともに

その役割や、職責を果たしたことで得られる成果を市民にわかりやすく伝えることへの期

待が明らかになったことを十分に認識され、今後の市政の発展に尽力されたい。 

なお、今後については、市長、副市長及び教育長の給料の額並びに議員報酬の額に市の

財政状況及び社会情勢の動向を適切に反映することができるよう、定期的に本審議会を開

催されたい。 


